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Ⅰ 基本情報
１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

①事務の名称

③他のシステムとの接続

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務

②事務の内容

２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

①システムの名称 住民健康管理システム

③対象人数

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザの予防接種を実施することによ
り、新型インフルエンザ等発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経
済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

１ 予防接種の接種対象者を住民健康管理システムから抽出する。
２ １で抽出した接種対象者に対し案内通知および接種券を送付する。
３ 対象者は接種券を使用し、協力医療機関にて接種する。
４ 接種後、協力医療機関から医師会を通じて、接種券を受領する。
５ 受領した接種券に記載された対象者の予防接種に関する記録をパンチ入力によりデータ化し、住

民健康管理システムに取込む。
６ ５から出力した接種記録を中間サーバーへ副本登録する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年５月31日法
律第27号）（以下「番号利用法」という。）の規定に従い、特定個人情報を以下の事務で取り扱う。
１ 予防接種の対象者把握に関する事務
２ 対象者への勧奨及び案内通知に関する事務
３ 予防接種に関する記録の作成、管理に関する事務
４ 情報提供ネットワークシステムを使用した照会・提供に関する事務

１ 照会機能
住民基本台帳情報、予防接種等の通知状況や接種記録を照会する。

２ 抽出・発行機能
予防接種対象者の抽出、案内通知および接種券の出力を行う。他自治体からの転入者の抽出、予

防接種状況調査票の出力を行う。予防接種未接種者の抽出、予防接種勧奨通知の出力を行う。
３ データ管理機能

予防接種接種記録等の登録を行う。
４ 情報連携機能

宛名情報、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の資格情報を連携して取り込む。
５ 統計機能

予防接種に関する統計資料を作成する。

<新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務>
・ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）との連携機能

宛名情報、接種情報のＶＲＳ対応ファイルを出力、ＶＲＳからの接種情報ファイルの取込

[ 10万人以上30万人未満

②システムの機能

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] その他 （ )

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [[

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

システム1

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



[ ○ ] 宛名システム等 [
③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

システム2～5

システム2

①システムの名称 宛名管理システム

②システムの機能

１ 基本情報管理機能
住登外者・法人の基本情報の登録・修正を行う。

２ 口座振替管理機能
納税者より口座振替に関する申込、変更、取消等を受付け、金融機関へ照会等を行い、納付方法を

登録、変更、取消を行う。
３ 名寄せ機能

本市における、個人を一意に識別するための独自の識別番号（以下、「宛名番号」という。）が異なる
同一個人のデータの名寄せを行う。
４ 送付先・納税管理人等情報管理機能

税目ごとに送付先を管理登録する。納税管理人等の情報を登録する。

○

[ ○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

[ ○ ] その他 （
収納システム、滞納システム、課税資料イメージ管理システム、申告書作
成システム、確定申告書管理システム

)

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



システム3

①システムの名称 データ連携基盤（庁内連携システム）

②システムの機能

１ 連携データベース管理・連携機能
地域情報プラットフォームに準じた連携情報をデータベース上に副本として保持し、連携情報を必要

とするシステムへデータ連携することが可能な環境を提供する。
２ ファイル連携サイト管理機能

連携データベースで管理されている連携情報以外の情報をデータ連携する際のファイルの受け渡し
場所として個別にサイトを管理し提供する。
３ 文字コード変換機能

ファイルによるデータ連携をする際に必要がある場合にファイルの文字コードを 変換する。
４ 宛名管理機能

住民基本台帳情報、住登外情報、法人情報、共有者情報から統合宛名情報を生成・更新を行い管
理し、提供する。
５ アクセス権限管理機能

データ連携するシステムごとにＩＤを付与し必要な情報のみアクセスできるようにアクセス権限を設定
し管理する。
６ 共通情報提供機能

町字情報、金融機関情報など共通的に使用する情報について正本として保持、管理し提供する。
７ 庁内システムポータルサイト提供機能

対応するシステムにシングルサインオン（自動ログオン）するための庁内システムポータルサイトを提
供する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （

収納システム、滞納システム、戸籍情報システム、選挙管理システム、人
事給与システム、介護保険システム、国民健康保険システム、国民年金シ
ステム、住民健康管理システム、生活保護システム、中国残留邦人等支援
給付システム、市心身障がい者福祉扶助料システム、県在宅重度障がい
者手当システム、障がい者手当（特別障がい者手当）システム、障がい者
手当（障がい児福祉手当）システム、特別児童扶養手当システム、障がい
者扶養共済システム、給付管理（補装具）システム、給付管理（日常生活
用具）システム、給付管理（その他）システム、更生医療システム、障がい
福祉サービス給付システム、基幹相談支援・障がい者虐待防止システム、
家族介護用品購入助成（おむつ券）システム、ねたきり高齢者等見舞金支
給事業システム、短期保護事業/措置システム、医療助成システム、後期
高齢者医療システム、育成医療給付システム、未熟児養育医療給付シス
テム、小児慢性特定疾患医療給付システム、障がい者福祉（精神）システ
ム、一般不妊治療費助成システム、特定不妊治療費助成システム、児童
福祉システム、家庭児童相談システム、母子父子寡婦福祉資金システム、
保育システム、公立幼稚園システム、私立幼稚園就園奨励費補助金シス
テム、一時保育システム、市営住宅システム、学齢簿・就学援助システム、
税外収入管理システム、庁内開発基盤システム、結核管理システム、特別
給付金システム、出産・子育て応援給付金システム、申請管理システム

)

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



システム4

①システムの名称 中間サーバーコネクタ（団体内統合宛名管理システム）

②システムの機能

１ 団体内統合宛名番号管理機能
団体内統合宛名管理システムにおいて団体内統合宛名番号、個人番号を各業務システムの宛名情

報と紐付けて保存し、管理する機能
２ 住民基本台帳ネットワークシステム連携機能

各業務システムと住民基本台帳ネットワークシステムとの連携を中継する機能
３ 中間サーバ連携機能

各業務システムと中間サーバーとの連携を中継する機能
４ 符号取得機能

中間サーバ、住民基本台帳ネットワークシステムと連携して、処理通番や符号を取得する機能
５ 各システム連携機能

各業務システムからの要求に基づき、個人番号又は団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を通知
する機能

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバ、ＣＳコネクタ )

] 税務システム

○

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

システム5

①システムの名称

住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）
※「３．特定個人情報ファイル名」に示す「本人確認情報ファイル」及び「送付先情報ファイル」は、住基
ネットの構成要素のうち、市町村ＣＳにおいて管理がなされているため、以降は、住基ネットの内の市
町村ＣＳ部分について記載する。

②システムの機能

・本人確認情報の更新
住民記録システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に、当該情報を
元に市町村ＣＳの本人確認情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。
・本人確認
特例転入処理や住民票の写しの広域交付等を行う際、窓口における本人確認のため、提示された個
人番号カード等を元に住基ネットが保有する本人確認情報に照会を行い、確認結果を画面上に表示
する。
・個人番号カードまたは住民基本台帳カードを利用した転入または転出（特例転入・転出）
個人番号カードの交付を受けている者等の転入が予定される場合に、転出証明書情報をＣＳを通じて
受け取り、その者に係る転入の届出を受け付けた際に、当該個人番号カードまたは住民基本台帳カー
ドを用いて転入処理を行う（一定期間経過後も転入の届出が行われない場合は、受け取った転出証明
書情報を消去する。）。
・本人確認情報検索
統合端末において入力された住民票コード、個人番号又は４情報（氏名、住所、性別、生年月日）の組
合せをキーに本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表
示する。
・機構への情報照会
全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要
求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。
・本人確認情報整合
本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知
事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報
ファイルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び全国サーバに対し、整合性確認用本人
確認情報を提供する。
・送付先情報通知
機構において、住民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交付申請書（以下「交付
申請書」という。）等)を送付するため、住民記録システムから当該市町村の住民基本台帳に記載され
ている者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに
通知する。
・個人番号カード管理システムとの情報連携
機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、回収又は
一時停止解除に係る情報や個人番号カードの返還情報等を連携する。
・附票AP連携機能
住所等の異動があった人の戸籍の附票情報を附票APへ送信する。
・住民票の広域交付
他市町村に住民票がある人の住民票を他市町村へ依頼し、印刷する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ CSコネクタ、戸籍情報システム )

] 税務システム



システム6～10

システム6

①システムの名称 中間サーバー

②システムの機能

中間サーバーは、情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）、中間サーバーコネクタ等
の各システムとデータの受け渡しを行うことで、符号の取得（※１）や各情報保有機関で保有する特定
個人情報の照会と提供等の業務を実現する。
（※１）セキュリティの観点により、特定個人情報の照会と提供の際は「個人番号」を直接利用せず「符
号」を取得して利用する。

１ 符号管理機能
情報照会又は提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定するため

に利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能
２ 情報照会機能

情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領
（照会した情報の受領）を行う機能
３ 情報提供機能

情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）
の提供を行う機能
４ 既存システム接続機能

中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名管理システム及び住民基本台帳ネットワークシステ
ムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等につ
いて連携するための機能

なお、本市においては、中間サーバーとの接続連携は、団体内統合宛名管理システムにおいて行
う。
５ 情報提供等記録管理機能

特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能
６ 情報提供データベース管理機能

特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能
７ データ送受信機能

中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、提供
又は符号取得のための情報等について連携するための機能
８ セキュリティ管理機能

セキュリティを管理するための機能
９ 職員認証・権限管理機能

中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う機能
10 システム管理機能

バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能
11 お知らせ機能

お知らせ情報提供対象者への情報送信依頼に対し、情報提供ネットワークシステムを介してお知ら
せ情報の提供を行う機能

お知らせ情報提供対象者へ提供した情報に対する状況確認依頼に対し、情報提供ネットワークシス
テムを介して回答結果の受領を行う機能
12 自己情報提供機能

マイナポータルから受領した通知を情報提供者に送信し、情報提供者が該当する個人に係る特定個
人に係る特定個人情報の提供を行う機能

③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ )

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム



] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

システム7

①システムの名称 住民記録システム（既存住民基本台帳システム）

②システムの機能

１ 住民票の記載
転入、出生等により住民基本台帳に新たに住民を記録（住民票を作成）する。

２ 住民票の修正
住民票に記載されている事項に変更があったときに、記載を修正する。

３ 住民票の消除
転出、死亡等により住民基本台帳から住民に関する記録を消除（住民票を除票）する。

４ 住民票の照会
住民基本台帳から該当する住民に関する記録（住民票）を照会する。

５ 証明書・通知書の発行
住民票の写し、転出証明書、住民票コード通知票等の各種帳票を発行する。

６ 住基ネットとの連携
CSコネクタ（住民記録システムと住基ネットの連携を補助するシステム）、住基ネットを通じて国、県、

他市区町村との連携を行う。
７ 在留カード等発行システムとの連携

法務省の在留カード等発行システムから法務省連携システム（住民記録システムと在留カード等発
行システムの連携を補助するシステム）を通じ法務省通知情報を受信する。

外国人住民の住所等変更時に在留カード等発行システムへ送信する市町村通知情報をCSコネクタ
と法務省連携システムを通じ送信する。
８ 住民基本台帳関係統計資料及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する帳票作成

異動集計表や、人口統計用の集計表及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する帳票を作成
する。
９ 附票APへの連携

住民票の記載等に応じて、戸籍の附票情報等を住基ネットを通じて附票APと連携する。
10 住民票関係情報の移転、提供

庁内連携システムを通じ法令に基づく住民票関係情報を移転・提供する。
11 個人番号カード及び住民基本台帳カード等の発行状況管理

個人番号カード及び住民基本台帳カードの交付状況の管理する。
12 住民票記載項目の取得

国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格情報及び児童手当の支給に関す
る情報及び印鑑登録の有無に関する情報を庁内他システムから取得をする。
13 証明書コンビニ交付システムとの連携

住基コピー環境、証明書コンビニ交付システムを通じ、コンビニの端末より住民票、印鑑登録証明書
を発行する。

○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （
ＣＳコネクタ、法務省連携システム、印鑑登録システム、選挙管理システ
ム、住基コピー環境、税総合システム証明書発行機能

)

] 税務システム

システム11～15

システム16～20



７．他の評価実施機関

－

法令上の根拠 番号利用法第９条第１項、別表第１の93の２の項

①実施の有無

②法令上の根拠

【情報照会の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の２の項

【情報提供の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の２の項

【88＿新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報】

４．個人番号の利用 ※

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接種情報ファイル

５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

②所属長の役職名 ワクチン接種推進室長

６．評価実施機関における担当部署

①部署 保健部ワクチン接種推進室

[

３．特定個人情報ファイル名

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

実施する



）

１ 識別情報
予防接種の対象者を特定するため

２ 連絡先等情報
通知を送付等するため

３ 業務関係情報
予防接種対象者の接種記録を適切に管理するため

[

[ ○ [

[ ○

・業務関係情報

[

[

⑤保有開始日 令和3年6月1日

全ての記録項目

その妥当性

⑥事務担当部署 保健部ワクチン接種推進室

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

③対象となる本人の範囲 ※ 岡崎市が実施する新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接種の対象者

その必要性 適正な予防接種の実施及び記録の保持をするため

④記録される項目

②対象となる本人の数

１．特定個人情報ファイル名

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接種情報ファイル

２．基本情報

①ファイルの種類 ※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

主な記録項目 ※

[

] 医療保険関係情報 ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ [

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

] 1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

50項目以上100項目未満

[

[

○

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

[

] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ] 雇用・労働関係情報



] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）○ ] 紙 [

] その他

[ ○

[

（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （ 市民課

医療機関（地区医師会）

）

[ （

③使用目的 ※

使用部署 ワクチン接種推進室、情報システム課

３．特定個人情報の入手・使用

使用者数

④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [ ○

[

②入手方法

）

[

⑤使用方法

[ ○

接種対象者の確認および接種記録の管理・保管

①入手元 ※

[ ○

⑥使用開始日 令和3年6月1日

情報の突合 本人を特定する整理番号を付した接種券を回収し、本人特定情報と突合する。

10人以上50人未満

）

[ ○ ] 民間事業者 （

（ 地方公共団体情報システム機構

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

○ 住民基本台帳ネットワークシステム ）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

[ ○

[

１ 対象者の確認
住民票関係情報等を基に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接種の対象者確認を

し、接種券等を発行する。
２ 接種記録の管理・保管

システムに接種記録を登録し、接種記録の管理・保管を行う。

5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上



③委託先名

再
委
託

岡崎市保健所の窓口対応業務全般

委託事項2

委託事項3

委託事項1

①委託内容 住民健康管理システムの運用、保守業務

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

再委託しない

⑤再委託の許諾方法

⑥再委託事項

④再委託の有無 ※

③委託先名 岡崎げんき館マネジメント株式会社

④再委託の有無 ※ [

①委託内容

②委託先における取扱者数 [

[

[

[

富士通Japan株式会社 東海公共ビジネス部

10人以上50人未満

再委託しない

再
委
託

⑤再委託の許諾方法

⑥再委託事項

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

委託の有無 ※

②委託先における取扱者数

①委託内容 住民健康管理システム運用による業務処理や帳票印刷等を委託する

②委託先における取扱者数 [

③委託先名 株式会社ヒミカ

再
委
託

④再委託の有無 ※ [

⑤再委託の許諾方法

⑥再委託事項

10人未満

再委託しない

委託事項2～5

1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

システム保守業務

（

]

） 件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人未満

委託する

3

＜選択肢＞

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

窓口受付業務

＜選択肢＞

] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

住民健康管理システム運用による業務処理委託



岡崎市が実施する新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種

提供・移転の有無

③提供する情報

（ 1 ] 移転を行っている （

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定め
るもの

] フラッシュメモリ

）[ ] その他 （

①法令上の根拠 番号利用法第19条第８号、別表第２の115の２

特定個人情報の提供依頼がある都度

④提供する情報の対象とな
る本人の数

⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

⑥提供方法

⑦時期・頻度

[ ○

市町村長提供先1

] 提供を行っている ） 件

②提供先における用途
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定め
るもの

] 行っていない

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

10万人以上100万人未満

[

[

[ [

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール



移転先11～15

移転先6～10

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

[ [

[ [
⑥移転方法

⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

移転先2～5

移転先1

④移転する情報の対象とな
る本人の数

[

5） 1,000万人以上

提供先16～20

提供先2～5

①法令上の根拠

提供先6～10

提供先11～15

）

③移転する情報

⑦時期・頻度

②移転先における用途

移転先16～20



７．備考

６．特定個人情報の保管・消去

保管場所 ※

【本市における措置】
本市では岡崎市情報セキュリティポリシーに基づき、以下のセキュリティ対策を施している。

・紙媒体の保管
他の事務書類と混在しないよう徹底し、保管場所については庁舎内に設置してある施錠可能なキャ

ビネットで保管している。
・住民健康管理システムにおける管理

クラウドサービスを利用しているため、データの管理は、委託事業者の規定に基づき厳正に行われ
ている。データが管理されるデータセンターについては、セキュリティ、情報の取扱いについて国際規
格の認証を受けている（ISO27001(ISMS認証)）。

【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
・中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置している。データセンターへの入館、及び
サーバー室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を
行う。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアッ
プもデータベース上に保存される。



（別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

＜個人番号管理＞
宛名番号 個人番号 団体内統一番号

＜共通＞
宛名番号 住民種別 氏名 氏名カナ 通称名 通称名カナ AL氏名 AL氏名カナ 性別 生年月日 続柄1 続柄2 続柄3 世帯番
号 世帯主名 郵便番号 住所 方書 町CD 字CD 転入前住所 転出先住所 住民なり異動日 住民なり届出日 住民なり異動事由
住定異動日 住民なく異動日 住民なく異動事由 小学校区 氏名分類CD定 共通送付先税目CD 共通送付先終了日 共通送付先
送付先_住所 共通送付先送付先_方書 共通送付先送付先_郵便番号 ＤＶ支援種別 ＤＶ設定年月日 ＤＶ解除年月日

＜予防接種＞
宛名番号 請求日 支払日 接種区分 接種量 製造ﾒｰｶｰ ﾛｯﾄ番号 行政措置 備考 接種日不明区分 ﾊｲﾘｽｸ区分 市外ﾌﾗｸﾞ 接
種ｺｰﾄﾞ 接種日 接種機関ｺｰﾄﾞ 接種医ｺｰﾄﾞ



Ⅲ リスク対策 ※（７．②を除く。）

２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

リスクへの対策は十分か

３．特定個人情報の使用

リスクへの対策は十分か

リスク： 目的外の入手が行われるリスク

１ 個人番号を含んだ特定個人情報の照会については、その事務で必要とする者しか閲覧できない
ようにシステム上でアクセス制限を施している。

２ 個人番号を含んだ特定個人情報を照会できる権限を付与された者であっても、いつ、誰が、何
のために（どの業務のために）入手したかの記録（ログ）をシステム上で保存している。また、そのこ
とを周知することにより目的外の入手行為を抑止している。

３ 庁内連携機能からの情報の入手については、入手可能な情報を限定しており目的外の入手がで
きない仕組みとなっている。また、庁内連携機能での連携はシステムで行われる業務を一括で連
携しているが、各業務ごとに必要な情報のみ閲覧できるよう制限されている。

４ その他、特定個人情報の取扱いに関しては、本市情報セキュリティーポリシー、住民健康管理シ
ステム情報セキュリティ実施手順及び本市特定個人情報等の取扱いに関する規程に準ずる。

リスクに対する措置の内容

リスクに対する措置の内容

リスク１： 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

１ 宛名管理システムにおいては、番号利用事務以外で個人番号が取得されることのないように、番
号利用事務（システム）以外で個人番号での検索を行うことはできない。また、番号利用事務（シス
テム）以外では個人番号は画面表示されない。

２ 住民健康管理システムに不要な紐付けができないよう、適切なアクセス制御対策を実施してい
る。

３ データの連携はバックグラウンド処理で行われており一般使用ユーザーは制御することができな
い。

４ 各業務を行うにあたり、利用者の担当業務ごとにアクセス権限区分を設け、権限に応じて不必要
な情報にはアクセスできないよう制御を行っている。

特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

【不適切な方法で入手が行われるリスク】
当該情報に接続可能なシステム及び端末を予め登録し、許可された機器に限定した入手方法とすることで、対象外の機器からの入

手が行われないようにしている。

【入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク】
閲覧画面のハードコピーなど特定個人情報を含む紙媒体は、所定の場所にまとめて散逸のないよう留意し、保管は施錠ができる棚

で行っている

[

１．特定個人情報ファイル名

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接種情報ファイル

]

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

十分である

[ 十分である

3） 課題が残されている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞



ユーザ認証の管理

具体的な管理方法

【システムを利用する端末への措置】
端末へのログオンはＩＣカード及びＰＩＮコード（パスワード）によるため、使用を許可をされている者以

外はログオンすることができない。ＰＩＮコードは５回間違えることにより使用不可となり、情報システム
部門にて解除の手続きをしない限り利用することができなくなる。

【住民健康管理システムにおける措置】
システムへのログオンは庁内ポータル（認証基盤）を介して行う。庁内ポータルのシングルサインオン

機能を利用することにより、ユーザＩＤ及びパスワードは利用者及び外部の者が知ることがないため、
不正にログオンすることはできない。また、不正な端末からの接続については、システム及びファイア
ウォールによる制限を行うことにより、利用ができないよう措置している。

特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

その他の措置の内容

【アクセス権限の発行・失効の管理】
１ 住民健康管理システムへのユーザIDごとのアクセス権限の登録／変更の際は、システムへアク

セスできる端末の開放の許可を所属長に得た上で、情報システム部門の長が指定したシステム管
理担当者が保守事業者に設定の変更を依頼して変更を行っている。通常の利用者はアクセス権限
の追加・更新に関する権限が与えられていない。

２ 人事異動の場合等、権限が不要となった場合は、情報システム部門及び運用管理を取りまとめる
職員が、不要となったＩＤや権限をチェックし変更又は削除している。

【アクセス権限の管理】
住民健康管理システムへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報システム部門の長が指定

したシステム管理担当者が管理を行っており、職員の異動を把握し定期的な見直しを行い、不要と
なったIDや権限を変更又は削除している。
【特定個人情報の使用の記録】

操作者による認証から認証解除を行うまでの間、操作履歴の記録を行っている（操作者がどの個人
に対して照会・異動を行ったかを記録している。）。また、自動実行等による処理についても、同様に操
作履歴の記録を行っている。

[ 十分である

【従業者が事務外で使用するリスク】
１ 他市区町村や行政機関において住民等の情報を業務外の目的で閲覧したり、漏えい事故を起こしたケースについての新聞記事
等を職場で共有し、注意喚起している。
２ 個人や他市区町村、関係機関からの問合せに対する対応方法について、年度当初に注意喚起している。
３ システム上、操作履歴情報を取得していることを周知し、業務外利用を抑止している。
４ 新規任用者に個人情報の取扱いについての研修を実施し、業務外利用の禁止を徹底している。
５ 住民健康管理システムにおいては、当該職員の権限に応じて処理可能なメニューのみを表示することで、業務に不必要な処理を
行えない仕組みとしている。

【特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク】
・住民健康管理システムのアプリケーションを介する利用においては、システム上で業務メニューを所属ごとに制限している。権限の
有る者についても、必要最低限の範囲でのみ利用するように周知するとともに、個人ごとにIDとパスワードを所持し月次でアクセスロ
グを取得し確認している。また、特定個人情報ファイルが仮に不正に複製されても外部へ持ち出せない仕組みとなっている。
・データセンターでの直接的な利用、本庁舎と保守拠点からのクラウドサーバへのリモート利用においては、委託事業者の特定個人
情報ファイルへのアクセスに関する取扱い制限の規定により適切に管理されている。

リスクへの対策は十分か

リスク２： 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

]
＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

]
1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞[ 行っている



[ 再委託していない

１ 委託業務を遂行する目的以外に使用しないこと
２ 特定個人情報の閲覧者、更新者を制限すること
３ 特定個人情報を第三者に提供してはならないこと
４ 利用するユーザIDを、権限のない第三者に利用されないよう、パスワード等を適切に管理すること
５ 個人情報の管理状況について随時に委託先の視察、監査を行い、必要な報告を求めることがで

きること

委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保

十分である

] 委託しない[

] 提供・移転しない

具体的な方法

[

特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

リスクへの対策は十分か

] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

セキュリティ関連の報告事項（事務処理中に発生した事故の原因と今後の対策等）については、フォ
ローアップを行っていく。

その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

特定個人情報の提供・移転
に関するルール

リスクへの対策は十分か

]

特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに
対する措置

リスク： 不正な提供・移転が行われるリスク

その他の措置の内容

リスク： 委託先における不正な使用等のリスク

規定の内容

1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

[ ＜選択肢＞

[

５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ○

【外部委託先業者において特定個人情報ファイルが適正に管理されないリスク】
１ 委託契約書において、受注者が取得した特定個人情報を第三者に提供することを原則禁止している。ただし、契約履行のため

合理的に必要な範囲内で、事前に本市の承諾を得た場合のみ再委託を行うことができる。その場合は、個人情報取扱特記事項
（マイナンバー編）に定めのある、受注者の安全管理措置と同等の措置が再委託先においても講じてあることを示した文書を本市
へ提出することとしている。

２ 委託契約の中で得た特定個人情報については、業務が完了した時又は本市による指示があった場合は速やかに返還・廃棄す
ることとしている。

３ 窓口業務においての管理については、窓口の受付担当者の他に業務責任者もしくは業務副責任者が窓口にて業務統括を行
う。また、委託先の特別目的会社で個人情報を取り扱うことについて社内教育を行っている。

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

] 1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞



リスク２： 不正な提供が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

【住民健康管理システム、中間サーバーコネクタのソフトウェアにおける措置】
特定個人情報の提供は、原則、各システム間の自動連携に限定しているため、職員が意図的に不

正な提供を行うことを防止している。
【住民健康管理システム、中間サーバーコネクタの運用における措置】

中間サーバー側に登録していない、または、自動応答を制限している等の場合、職員の操作により
特定個人情報を提供する場合には、情報提供にあたって所属長の承認を得た上で、住民健康管理シ
ステム、中間サーバーコネクタにて処理を実行する運用を義務付けている。
【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
１ 情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提
供ネットワークシステムから入手し、中間サーバーにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照
合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施してい
る。
２ 情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネット
ワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に
対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応して
いる。
３ 機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提
供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提
供されるリスクに対応している。
４ 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行
う機能。
【中間サーバーの運用における措置】
中間サーバー側で取得した情報提供に係るログを使って、不正な提供が行われていないことを、必要
に応じて確認する。

] 接続しない（提供）[ ] 接続しない（入手）６．情報提供ネットワークシステムとの接続

[ 十分である

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

]

[

[ 十分である
2） 十分である

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

【住民健康管理システム、中間サーバーコネクタのソフトウェアにおける措置】
１ 情報照会処理については、当該事務の権限を有する職員のみに実施できるようにアクセス権限を

設定している。
２ 情報照会処理については、業務システム側で操作ログを記録しており、処理実施者、操作内容を

把握している。
【住民健康管理システム、中間サーバーコネクタの運用における措置】
１ 業務システムで記録している操作ログにより、目的外の入手が行われていないことを適宜確認し

ている。また、操作ログにより操作者、操作内容が把握可能である旨、広く関係者に周知している。
２ 番号利用法に定められている事務以外での情報照会は禁止されている旨、広く関係者内に周知

している。
【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
１ 情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供

許可証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステム
に求め、情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施するこ
とになる。つまり、番号利用法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目
的外提供やセキュリティリスクに対応している。

２ 中間サーバーの職員認証権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、
不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う
機能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情報
照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用す
るもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。
【中間サーバー、中間サーバーコネクタの運用における措置】
情報提供等記録/アクセス記録、アクセスログ（ログイン認証、操作内容、特定個人情報アクセスログ、
アクセス時間、処理時刻等）、DBログを適宜確認している。
また、中間サーバー側において、上記ログを取得しており、操作者、操作内容が把握可能である旨、
広く関係者に周知している。

リスクへの対策は十分か

リスクへの対策は十分か

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている



情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

【中間サーバー・ソフトウェアにおける措置】
１ 中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン、ログアウトを実施した職員、時刻、操作
内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
２ 情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに
対応している。
【中間サーバー・プラットフォームにおける措置】
１ 中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク
（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
２ 中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性
を確保している。
３ 中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）して
おり、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
４ 特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報
漏えい等のリスクを極小化する。



１０．その他のリスク対策

リスクへの対策は十分か

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテ
ラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用、監視
を実現する。

【特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク】
修正等あれば、速やかに修正をシステムに反映している。

【特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク】
１ 予防接種法施行規則第３条第１項により５年間保存することとなっているが、ワクチンの種類によっては５年以上の期間のうち

に複数回接種するものもあり、接種状況の確認のため、必要な限り保管している。
２ 紙媒体資料については、市で規定された保存年限を過ぎたものを市職員立会いのもと溶解し情報を削除する。

【本市における措置】
１ 職員等（非常勤職員、派遣職員等を含む）に対して、個人情報保護に関する研修を行っている。
２ 委託業者に対しては、契約に個人情報の適切な取扱いに関する内容、秘密保持に関する内容を

含める事を義務付けている。

【中間サーバ･プラットフォームにおける措置】
IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育

資材を作成し、中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接続
運用規程等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施するこ
ととしている。

８．監査

実施の有無

従業者に対する教育・啓発

具体的な方法

９．従業者に対する教育・啓発

その内容

[ 十分に行っている

リスク： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

②過去３年以内に、評価実
施機関において、個人情報に
関する重大事故が発生したか

①事故発生時手順の策定・
周知

[ ]
1） 発生あり

発生なし

[ 十分である

再発防止策の内容

その他の措置の内容

＜選択肢＞
2） 発生なし

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

７．特定個人情報の保管・消去

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

] 自己点検 ] 外部監査

]

[] 内部監査[ ○ [

[ 十分に行っている

○

特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置



２．国民・住民等からの意見の聴取 【任意】

②しきい値判断結果 ＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる

－

②方法 －

③結果

３．第三者点検 【任意】

①実施日 -

①方法 －

③主な意見の内容

②実施日・期間 -

－

③法令による特別の手続

④個人情報ファイル簿への
不記載等

Ⅴ 評価実施手続

－

－

２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅳ 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

①請求先

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部ワクチン接種推進室
0564-23-6714

②請求方法
個人情報の保護に関する法律における開示・訂正・利用停止請求の各手続きに即した書類を提出し
てもらう。

１．基礎項目評価

①実施日 令和3年3月8日

①連絡先

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部ワクチン接種推進室
0564－23－6714

②対応方法
１ 電話による問合せ又は岡崎市ホームページからの問合せを受付けている。
２ 問合せ内容については受付簿に記録を残している。



保健予防課、情報政策課 事後

Ⅳ 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・

訂正・利用停止請求
①請求先

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部生活衛生課
0564-23-6714

誤記修正のため、重要な変
更に当たらない

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託

委託事項１
③委託先名

富士通株式会社 東海支社 富士通Japan株式会社 東海支社 事後
その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付
けられない

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

３．特定個人情報の入手・
使用

①入手元

（略）
[ ]民間業者（ ）
（略）

（略）
[〇]民間業者（ 医療機関（地区医師会） ）
（略）

事後

法改正に伴う修正であり、事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを

取り扱う事務において使用す
るシステム

システム１
①システムの名称

項目

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

２．基本情報
⑥事務担当部署

保健部生活衛生課 保健部保健予防課

Ⅰ 基本情報
６．評価実施機関における

担当部署
②所属長の役職名

生活衛生課長 保健予防課長 事後

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部保健予防課
0564-23-6714

事後

事後

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

３．特定個人情報の入手・
使用

④使用の主体 使用部署

生活衛生課、情報政策課

（別添２）変更箇所

Ⅰ 基本情報
５．情報提供ネットワークシ

ステムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報照会の根拠】
番号利用法第19条第７号、別表第２の115の

２及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第２
の主務省令で定める事務及び情報を定める命
令第59条の２
【情報提供の根拠】

番号利用法第19条第７号、別表第２の115の
２及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第２
の主務省令で定める事務及び情報を定める命
令第59条の２

【情報照会の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の

２及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第２
の主務省令で定める事務及び情報を定める命
令第59条の２
【情報提供の根拠】

番号利用法第19条第８号、別表第２の115の
２及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第２
の主務省令で定める事務及び情報を定める命
令第59条の２

事後
法改正に伴う修正であり、事
前の提出・公表が義務付けら
れない

Ⅳ 開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイル

の取扱いに関する問合せ
①連絡先

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部生活衛生課
0564－23－6714

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部保健予防課
0564－23－6714

事後

提出時期に係る説明

Ⅰ 基本情報
６．評価実施機関における

担当部署
①部署

保健部生活衛生課 保健部保健予防課 事後

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

令和3年4月1日

令和3年4月1日

令和3年4月1日

住民健康管理システム
住民健康管理システム
※令和４年度中にクラウド化を予定しており、
クラウド化前後で異なる対応等がある場合は、
分けて記載する。

事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

５．特定個人情報ファイル
の提供・移転

提供先１
②法令上の根拠

番号利用法第19条第７号及び別表第２の16の
２の項

番号利用法第19条第８号及び別表第２の16の
２の項

事後

令和3年4月1日

令和3年4月1日

令和3年4月1日

令和3年9月1日

令和3年9月1日

令和3年9月1日

令和3年9月1日

令和4年4月1日



その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付
けられない

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを

取り扱う事務において使用す
るシステム

システム５
③他のシステムとの接

続

（略）
[ 〇 ]その他（CSコネクタ）

（略）
[ 〇 ]その他（CSコネクタ、戸籍情報システ
ム）

事後
その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付
けられない

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを

取り扱う事務において使用す
るシステム

システム５
②システムの機能

（略）
３ 個人番号カードを利用した転入（特例転入）

転入の届出を受け付けた際に、あわせて個
人番号カードが提示された場合、当該個人番
号カードを用いて転入処理を行う。
（略）
７ 送付先情報通知

個人番号の通知に係る事務の委任先である
機構において、住民に対して番号通知書類(通
知カード、個人番号カード交付申請書（以下
「交付申請書」という。）等)を送付するため、住
民記録システムから当該市町村の住民基本
台帳に記載されている者の送付先情報を抽出
し、当該情報を、機構が設置・管理する個人番
号カード管理システムに通知する。
８ 個人番号カード管理システムとの情報連携

機構が設置・管理する個人番号カード管理シ
ステムに対し、個人番号カードの交付、廃止、
回収又は一時停止解除に係る情報や個人番
号カードの返還情報等を連携する。

（略）
３ 個人番号カードまたは住民基本台帳カード
を利用した転入または転出（特例転入・転出）

転入の届出を受け付けた際に、あわせて個
人番号カードが提示された場合、当該個人番
号カードまたは住民基本台帳カードを用いて
転入処理を行う。個人番号カードまたは住民
基本台帳カード保有者が希望した場合、特例
転出ができるよう転出証明書情報を作成し、
他市から特例転入時の依頼により送信する
（略）
７ 送付先情報通知

機構において、住民に対して番号通知書類
(個人番号通知書、個人番号カード交付申請
書（以下「交付申請書」という。）等)を送付する
ため、住民記録システムから当該市町村の住
民基本台帳に記載されている者の送付先情報
を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する
個人番号カード管理システムに通知する。
８ 個人番号カード管理システムとの情報連携

機構が設置・管理する個人番号カード管理シ
ステムに対し、個人番号カードの交付、廃止、
回収又は一時停止解除に係る情報や個人番
号カードの返還情報等を連携する。
９ 附票AP連携機能

住所等の異動があった人の戸籍の附票情報
を附票APへ送信する。
10 住民票の広域交付

他市町村に住民票がある人の住民票を他市
町村へ依頼し、印刷する。

事後

令和4年4月1日

令和4年4月1日



Ⅲ リスク対策
３．特定個人情報の使用

特定個人情報の使用にお
けるその他のリスク及びその
リスクに対する措置

（略）
【特定個人情報ファイルが不正に複製されるリ
スク】
１ 本市では岡崎市情報セキュリティポリシー
に基づき、以下のセキュリティ対策を施してい
る。
（略）
４ システムへの必要なデータ転送及び必要
なファイルの外部媒体等への出力はすべて情
報システム部門の職員が行っておりそ

の他の者は物理的にファイルを入出力でき
ないようにして特定個人情報ファイルが仮に不
正に複製されても持ち出せないようにし

ている。

（略）
【特定個人情報ファイルが不正に複製されるリ
スク】
（クラウド移行前）
１ 本市では岡崎市情報セキュリティポリシー
に基づき、以下のセキュリティ対策を施してい
る。
（略）
４ システムへの必要なデータ転送及び必要
なファイルの外部媒体等への出力はすべて情
報システム部門の職員が行っておりその他の
者は物理的にファイルを入出力できないように
して特定個人情報ファイルが仮に不正に複製
されても持ち出せないようにしている。
（クラウド移行後）
データセンターにおいては、クラウドサービス
のためシステムを介する以外に特定個人情報
ファイルへの直接アクセスはできず、委託事業
者以外に複製することは不可能であり、特定
個人情報ファイルへのアクセスに関する取扱
い制限については、委託事業者の規定により
適切に管理されている。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（委託に伴うものを除く）

５．特定個人情報の提供・
移転

提供先１

厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長 市町村長 事後
誤記修正のため、重要な変
更に当たらない

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

６．特定個人情報の保管・
消去

１ 本市における措置
  ⑴ 本市では岡崎市情報セキュリティポリ
シーに基づき、以下のセキュリティ対策を施し
ている。
（略）
(ｳ) 外部からの訪問者が管理区域に入る場
合は、必要に応じて立ち入り区域を制限した上
で、管理区域への入退室を許可された職員が
付き添うものとし、外見上職員と区別できる措
置を講じている。

１ 本市における措置
  ⑴ （クラウド移行前）サーバー等の保管に
ついて本市では岡崎市情報セキュリティポリ
シーに基づき、以下のセキュリティ対策を施し
ている。
（略）
(ｳ) 外部からの訪問者が管理区域に入る場
合は、必要に応じて立ち入り区域を制限した上
で、管理区域への入退室を許可された職員が
付き添うものとし、外見上職員と区別できる措
置を講じている。
（クラウド移行後）
クラウドサービスを利用しているため、データ
の管理は、委託事業者の規定に基づき厳正に
行われている。データが管理されるデータセン
ターについては、セキュリティ、情報の取扱い
について国際規格の認証を受けている
（ISO27001(ISMS認証)）。

事前 重要な変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託

委託の有無
委託事項４

（略）
（ ４ ）件

予防接種情報のデータエントリ業務
（略）

（略）
（ ３ ）件

ー

事後
誤記修正のため、重要な変
更に当たらない

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

３．特定個人情報の入手・
使用

①入手方法

（略）
[ ]その他（ ）

（略）
[〇]その他（住民基本台帳ネットワークシステ
ム）

事前

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

３．特定個人情報の入手・
使用

①入手元

（略）
[ ]その他（ ）

（略）
[〇]その他（地方公共団体情報システム機構）

事前 重要な変更

その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付
けられない

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを

取り扱う事務において使用す
るシステム

システム７
②他のシステムとの接

続

（略）
[ 〇 ]その他（戸籍情報システム、ＣＳコネク
タ、法務省連携システム、印鑑登録システム、
選挙管理システム、住基コピー環境、税総合
システム証明書発行機能）

（略）
[ 〇 ]その他（ＣＳコネクタ、法務省連携シス
テム、印鑑登録システム、選挙管理システム、
住基コピー環境、税総合システム証明書発行
機能）

事後
その他の項目の変更であり
事前の提出・公表が義務付
けられない

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを

取り扱う事務において使用す
るシステム

システム７
②システムの機能

（略）
９ 戸籍情報システムへの連携

住民票の記載等に応じて、戸籍情報システ
ムへ附票情報等を連携する。
（略）

（略）
９ 附票APへの連携

住民票の記載等に応じて、戸籍の附票情報
等を住基ネットを通じて附票APと連携する。
（略）

事後

誤記修正のため、重要な変
更に当たらない

Ⅰ 基本情報
５．情報提供ネットワークシ

ステムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報照会の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の

２及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第２
の主務省令で定める事務及び情報を定める命
令第59条の２
【情報提供の根拠】

番号利用法第19条第８号、別表第２の115の
２及び行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律別表第２
の主務省令で定める事務及び情報を定める命
令第59条の２

【情報照会の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の

２の項
【情報提供の根拠】

番号利用法第19条第８号、別表第２の115の
２の項

事後
誤記修正のため、重要な変
更に当たらない

Ⅰ 基本情報
４．個人番号の利用

法令上の根拠

番号利用法第９条第１項、別表第１の93の２
及び行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律別表第１の
主務省令で定める事務を定める命令第67条
の２

番号利用法第９条第１項、別表第１の93の２
の項

事後

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日



Ⅲ リスク対策
５．特定個人情報の提供・

移転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く）

[ ]提供・移転しない [ 〇 ]提供・移転しない 事前令和4年4月1日



Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
保管場所

１ 本市における措置
本市では岡崎市情報セキュリティポリシーに基
づき、以下のセキュリティ対策を施している。
⑴ （クラウド移行前）サーバー等の保管につ
いて
ア 管理区域の構造等
(ｱ) 管理区域を地階又は１階以外に設けてい
る。
(ｲ) 管理区域外に通ずるドアは必要最小限と
し、鍵、監視機能によって許可されていない立
入りを防止している。
(ｳ) 管理区域を囲む外壁等の床下開口部を
全て塞ぐ等の侵入防止対策を講じている。
(ｴ) 管理区域内に防火措置、防水措置等を講
じている。
イ 管理区域の入退室管理等
(ｱ) 管理区域への入退室は、許可された者の
みに制限し、ICカード、生体認証又は入退室
管理簿等による入退室管理を行っている。
(ｲ) 職員及び外部委託者が管理区域に入室
する場合、身分証明書等を携帯させ、求めに
より提示させている。
(ｳ) 外部からの訪問者が管理区域に入る場
合は、必要に応じて立ち入り区域を制限した上
で、管理区域への入退室を許可された職員が
付き添うものとし、外見上職員と区別できる措
置を講じている。
（クラウド移行後）クラウドサービスを利用して
いるため、データの管理は、委託事業者の規
定に基づき厳正に行われている。データが管
理されるデータセンターについては、セキュリ
ティ、情報の取扱いについて国際規格の認証
を受けている（ISO27001(ISMS認証)）。

【本市における措置】
本市では岡崎市情報セキュリティポリシーに

基づき、以下のセキュリティ対策を施している。
・紙媒体の保管

他の事務書類と混在しないよう徹底し、保管
場所については庁舎内に設置してある施錠可
能なキャビネットで保管している。
・住民健康管理システムにおける管理

クラウドサービスを利用しているため、データ
の管理は、委託事業者の規定に基づき厳正に
行われている。データが管理されるデータセン
ターについては、セキュリティ、情報の取扱い
について国際規格の認証を受けている
（ISO27001(ISMS認証)）。

(省略)

事後

健康管理システムのクラウド
移行に伴う変更
クラウド移行後について、事
前に記載していたため重要な
変更にあたらない

⑵ 委託事業者選定時において、セキュリ
ティ、情報の取扱いについて公的機関の認証
を受けていることを条件としており、また、契約
時に認証内容を確認している。
⑶ 委託事業者が行っている特定個人情報の
管理について、実地調査を行えることを契約
条項としている。
⑷ 紙媒体の保管は、他の事務書類と混在し
ないよう徹底し、保管場所については第三者
が容易に閲覧できない場所を定めている。
⑸ 紙媒体の処分（消去）は、文書保存年限が
過ぎた際に当市職員立会いのもと溶解処分し
ている。
(省略)

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム５
②システムの機能

(省略)
３ 個人番号カードまたは住民基本台帳カード
を利用した転入または転出（特例転入・転出）

転入の届出を受け付けた際に、あわせて個
人番号カードが提示された場合、当該個人番
号カードまたは住民基本台帳カードを用いて
転入処理を行う。個人番号カードまたは住民
基本台帳カード保有者が希望した場合、特例
転出ができるよう転出証明書情報を作成し、
他市から特例転入時の依頼により送信する。
(省略)

(省略)
・個人番号カードまたは住民基本台帳カードを
利用した転入または転出（特例転入・転出）
個人番号カードの交付を受けている者等の転
入が予定される場合に、転出証明書情報をＣ
Ｓを通じて受け取り、その者に係る転入の届出
を受け付けた際に、当該個人番号カードまた
は住民基本台帳カードを用いて転入処理を行
う（一定期間経過後も転入の届出が行われな
い場合は、受け取った転出証明書情報を消去
する。）。
(省略)

事後 法令改正に伴う変更

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
３.特定個人情報の入手・使
用
④使用の主体
使用部署

保健予防課、情報政策課 保健予防課、情報システム課 事後 実情に合わせて変更

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
特定個人情報の保管・消去
におけるその他のリスク及び
そのリスクに対する措置

【特定個人情報が古い情報のまま保管され続
けるリスク】

本人からの申請を受けるほか、他機関から
の修正申告情報を入手した場合は、遅滞なく
システムに取込み最新情報に更新している。
【特定個人情報が消去されずいつまでも存在
するリスク】
１ 保管期間を過ぎたデータについては、速や
かに削除を行う。
（略）

【特定個人情報が古い情報のまま保管され続
けるリスク】
修正等あれば、速やかに修正をシステムに反
映している。
【特定個人情報が消去されずいつまでも存在
するリスク】
１ 予防接種法施行令第６条の２により５年間
保存することとなっているが、ワクチンの種類
によっては５年以上の期間のうちに複数回接
種するものもあり、接種状況の確認のため、必
要な限り保管している。
（略）

事前 重要な変更

Ⅰ基本情報
２．特定個人情報ファイルを
取り扱う事務において使用す
るシステム
システム１
①システムの名称

住民健康管理システム
※令和４年度中にクラウド化を予定しており、
クラウド化前後で異なる対応等がある場合は、
分けて記載する。

住民健康管理システム 事後
健康管理システムのクラウド
移行に伴う変更

令和4年4月1日

令和5年4月1日

令和5年4月1日

令和5年4月1日

令和5年4月1日



ア 管理区域への入退室は、許可された者の
みに制限し、ICカード、生体認証及び入退室管
理簿等による入退室管理を行っている。
イ 職員及び外部委託者が管理区域に入室す
る場合、身分証明書等を携帯させ、求めにより
提示させている。
ウ 外部からの訪問者が管理区域に入る場合
は、必要に応じて立ち入り区域を制限した上
で、管理区域への入退室を許可された職員が
付き添うものとし、外見上職員と区別できる措
置を講じている。
エ 管理区域への入退室の記録を保存してお
り、必要に応じて確認が取れるようにしてい
る。
２ データが管理されているサーバについて
カード認証及びＩＤとパスワードにより保護され
ており、サーバＯＳの使用が抑制されている。
３ 使用されているデータベースのソフトウェア
の動作ログを採取しており、保守等でデータ
ベースに直接アクセスする際に特定個人情報
ファイルの複製が行われたことを確認できるよ
うにしており、不正な複製を抑止している。
４ システムへの必要なデータ転送及び必要
なファイルの外部媒体等への出力はすべて情
報システム部門の職員が行っておりその他の
者は物理的にファイルを入出力できないように
して特定個人情報ファイルが仮に不正に複製
されても持ち出せないようにしている。（クラウ
ド移行後）データセンターにおいては、クラウド
サービスのためシステムを介する以外に特定
個人情報ファイルへの直接アクセスはできず、
委託事業者以外に複製することは不可能であ
り、特定個人情報ファイルへのアクセスに関す
る取扱い制限については、委託事業者の規定
により適切に管理されている。

Ⅲ リスク対策
3.特定個人情報の使用
リスク２
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

【システムを利用する端末への措置】
端末へのログオンはＩＣカード及びＰＩＮコード

（パスワード）によるため、使用を許可をされて
いる者以外はログオンすることができない。ＰＩ
Ｎコードは５回間違えることにより使用不可と
なり、情報システム部門にて解除の手続きをし
ない限り利用することができなくなる。

【住民健康管理システムにおける措置】
システムへのログインはユーザーIDとパス

ワードによるため、使用を許可されユーザーID
の登録のある者以外はログインすることができ
ない。また、不正な端末からの接続について
は、ファイアウォールによる制限を行うことによ
り、利用ができないよう措置している。

【システムを利用する端末への措置】
端末へのログオンはＩＣカード及びＰＩＮコード

（パスワード）によるため、使用を許可をされて
いる者以外はログオンすることができない。ＰＩ
Ｎコードは５回間違えることにより使用不可と
なり、情報システム部門にて解除の手続きをし
ない限り利用することができなくなる。

【住民健康管理システムにおける措置】
システムへのログオンは庁内ポータル（認証

基盤）を介して行う。庁内ポータルのシングル
サインオン機能を利用することにより、ユーザＩ
Ｄ及びパスワードは利用者及び外部の者が知
ることがないため、不正にログオンすることは
できない。また、不正な端末からの接続につい
ては、システム及びファイアウォールによる制
限を行うことにより、利用ができないよう措置し
ている。

事後

健康管理システムのクラウド
移行に伴う変更
クラウド移行後について、事
前に記載していたため重要な
変更にあたらない

Ⅲ リスク対策
３．特定個人情報の使用
特定個人情報の使用におけ
るその他のリスク及びそのリ
スクに対する措置

【従業者が事務外で使用するリスク】
１ 他市区町村や行政機関において住民等の
情報を業務外の目的で閲覧したり、漏えい事
故を起こしたケースについての新聞記事等を
職場で共有し、注意喚起している。
２ 個人や他市区町村、関係機関からの問合
せに対する対応方法について、年度当初に注
意喚起している。
３ システム上、操作履歴情報を取得している
ことを周知し、業務外利用を抑止している。
４ 新規任用者に個人情報の取扱いについて
の研修を実施し、業務外利用の禁止を徹底し
ている。
【特定個人情報ファイルが不正に複製されるリ
スク】
（クラウド移行前）
１ 本市では岡崎市情報セキュリティポリシー
に基づき、以下のセキュリティ対策を施してい
る。
⑴ 管理区域の構造等（部外者等がシステム
のサーバへ物理的に操作させないための措置
等）
ア 管理区域を地階又は１階以外に設けてい
る。
イ 管理区域外に通ずるドアは必要最小限と
し、鍵、監視機能によって許可されていない立
入りを防止している。
ウ 管理区域を囲む外壁等の床下開口部を全
て塞ぐ等の侵入防止対策を講じている。
エ 管理区域内に防火措置、防水措置等を講
じている。
⑵ 管理区域の入退室管理等（保守作業に伴
い委託先の従業員等がサーバを操作する際
の措置）

【従業者が事務外で使用するリスク】
１ 他市区町村や行政機関において住民等の
情報を業務外の目的で閲覧したり、漏えい事
故を起こしたケースについての新聞記事等を
職場で共有し、注意喚起している。
２ 個人や他市区町村、関係機関からの問合
せに対する対応方法について、年度当初に注
意喚起している。
３ システム上、操作履歴情報を取得している
ことを周知し、業務外利用を抑止している。
４ 新規任用者に個人情報の取扱いについて
の研修を実施し、業務外利用の禁止を徹底し
ている。
５ 住民健康管理システムにおいては、当該職
員の権限に応じて処理可能なメニューのみを
表示することで、業務に不必要な処理を行え
ない仕組みとしている。

【特定個人情報ファイルが不正に複製されるリ
スク】
・住民健康管理システムのアプリケーションを
介する利用においては、システム上で業務メ
ニューを所属ごとに制限している。権限の有る
者についても、必要最低限の範囲でのみ利用
するように周知するとともに、個人ごとにIDとパ
スワードを所持し月次でアクセスログを取得し
確認している。また、特定個人情報ファイルが
仮に不正に複製されても外部へ持ち出せない
仕組みとなっている。
・データセンターでの直接的な利用、本庁舎と
保守拠点からのクラウドサーバへのリモート利
用においては、委託事業者の特定個人情報
ファイルへのアクセスに関する取扱い制限の
規定により適切に管理されている。

事後

健康管理システムのクラウド
移行に伴う変更
クラウド移行後について、事
前に記載していたため重要な
変更にあたらない

令和5年4月1日

令和5年4月1日



Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託

委託事項１
③委託先名

富士通Japan株式会社 東海支社 富士通Japan株式会社 東海公共ビジネス部 事後

Ⅳ 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・

訂正・利用停止請求
①請求先

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部保健予防課
0564-23-6714

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部ワクチン接種推進室
0564-23-6714

事後

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

２．基本情報
⑥事務担当部署

保健部保健予防課 保健部ワクチン接種推進室 事後

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要

３．特定個人情報の入手・
使用

④使用の主体 使用部署

保健予防課、情報システム課 ワクチン接種推進室長、情報システム課 事後

Ⅰ 基本情報
６．評価実施機関における

担当部署
①部署

保健部保健予防課 保健部ワクチン接種推進室 事後

Ⅰ 基本情報
６．評価実施機関における

担当部署
②所属長の役職名

保健予防課長 ワクチン接種推進室長 事後

Ⅰ 基本情報
５．情報提供ネットワークシ

ステムによる情報連携
②法令上の根拠

【情報照会の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の

２の項

【情報提供の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の

２の項

【情報照会の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の

２の項

【情報提供の根拠】
番号利用法第19条第８号、別表第２の115の

２の項

【88＿新型インフルエンザ等対策特別措置法
による予防接種の実施に関する情報】

事後
体裁変更のため、重要な変
更に当たらない

Ⅰ基本情報
２.特定個人情報を取り扱う事
務において使用するシステム
システム3
③他のシステムとの連携

（省略）
母子寡婦福祉資金システム、保育システム、
公立幼稚園システム、私立幼稚園就園奨励費
補助金システム、一時保育システム、市営住
宅システム、学齢簿・就学援助システム、予防
接種システム、税外収入管理システム、庁内
開発基盤システム

（省略）
母子父子寡婦福祉資金システム、保育システ
ム、公立幼稚園システム、私立幼稚園就園奨
励費補助金システム、一時保育システム、市
営住宅システム、学齢簿・就学援助システム、
税外収入管理システム、庁内開発基盤システ
ム、結核管理システム、特別給付金システム、
出産・子育て応援給付金システム、申請管理
システム

事後 実情に合わせた変更

Ⅳ 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求
②請求方法

岡崎市個人情報保護条例における開示・訂
正・利用停止請求の各手続きに即した書類を
提出してもらう。

個人情報の保護に関する法律における開示・
訂正・利用停止請求の各手続きに即した書類
を提出してもらう。

事後 法令改正に伴う変更

Ⅲ リスク対策
10その他のリスク対策

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措
置＞
中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの
高い運用担当者によるセキュリティリスクの低
減、及び技術力の高い運用担当者による均一
的で安定したシステム運用、監視を実現する。

事後

自治体中間サーバー・プラッ
トフォーム更改に伴い修正
リスクを低減するものではな
いため、重要な変更に当たら
ない

Ⅲ リスク対策
７．特定個人情報の保管・消
去
特定個人情報の保管・消去
におけるその他のリスク及び
そのりすくに問する措置

（省略）
【特定個人情報が消去されずいつまでも存在
するリスク】
１ 予防接種法施行令第６条の２により５年間
保存することとなっているが、ワクチンの種類
によっては５年以上の期間のうちに複数回接
種するものもあり、接種状況の確認のため、必
要な限り保管している。
（省略）

（省略）
【特定個人情報が消去されずいつまでも存在
するリスク】
１ 予防接種法施行規則第３条第１項により５
年間保存することとなっているが、ワクチンの
種類によっては５年以上の期間のうちに複数
回接種するものもあり、接種状況の確認のた
め、必要な限り保管している。
（省略）

事後 法令改正に伴う変更

令和6年4月1日

令和6年4月1日

令和6年4月1日

令和6年4月1日

令和6年4月1日

令和5年4月1日

令和5年4月1日

令和5年4月1日

令和5年4月1日

令和5年4月1日

令和6年4月1日

令和6年4月1日

Ⅳ 開示請求、問合せ
２．特定個人情報ファイル

の取扱いに関する問合せ
①連絡先

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部保健予防課
0564－23－6714

〒444-8545
愛知県岡崎市若宮町２丁目１番地１
岡崎市保健部ワクチン接種推進室
0564－23－6714

事後


